猪名川町認知症初期集中支援促進事業委託仕様書

本仕様書は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）等の関係法令、猪名川町認知症初期集中支援推進事業実施要綱及び認知症初期集中支援チーム員研修テキスト（国立研究開発法人国立長寿医療研究センター）に定めるもののほか、猪名川町認知症初期集中支援促進事業において実施する業務に関し、必要な事項を定めるものとする。

１　事業の目的
　猪名川町認知症初期集中支援チーム（医療と介護の専門職や認知症サポート医からなる）が、家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問（概ね６ヶ月間）し、アセスメント、家族支援などの初期支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行うことで、住み慣れた地域での生活を継続していくことを目指す。

２　委託期間
令和９年４月１日から令和１２年３月３１日まで

３　支援対象者
[bookmark: _GoBack]　猪名川町認知症初期集中支援推進事業実施要綱第３条に定めるとおり。

４　業務内容
（１）支援チームに関する普及啓発に関すること
地域住民並びに関係機関及び団体に対し、支援チームの役割や機能について広報活動及び協力依頼を行う。
（２）認知症初期集中支援の実施に関すること
①訪問支援対象者の把握
訪問支援対象者の把握は、支援チームが地域包括支援センター経由で訪問支援対象者に関する情報を入手して行うものとする。チーム員が直接訪問支援対象者に関する情報を知り得た場合においても、地域包括支援センターと情報共有を図るものとする。
②情報収集及び観察・評価
支援チームは、訪問支援対象者のほか家族等のあらかじめ協力の得られる人が同席できるよう調整を行い、現病歴、既往歴、生活情報に加え家族の状況等を情報収集する。また、指定された観察票・評価票を用いて、認知症の包括的観察・評価を行う。
③初回訪問時の支援
支援チームは、初回訪問時に、認知症の包括的観察・評価、基本的な認知症に関する正しい情報の提供、専門的医療機関への受診や介護保険サービスの利用の効果に関する説明及び訪問対象者やその家族の心理的なサポートや助言を行う。
④専門医を含めたチーム員会議の開催
支援チームは、初回訪問後、訪問支援対象者毎に、観察・評価内容を総合的に確認し、支援方針、支援内容、支援頻度等を検討するため、専門医も含めたチーム員会議を行う。原則、２か月に１回の頻度で開催する。必要に応じて訪問支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員、町関係課職員等の参加も依頼する。
⑤初期集中支援の実施
支援チームは、医療機関への受診が必要な場合の訪問支援対象者への動機付けや継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援、介護サービスの利用の勧奨・誘導、認知症の重症度に応じた助言、身体を整えるケア、生活環境等の改善等の支援を行う。なお、支援期間は、訪問支援対象者が医療サービス及び介護サービスによる安定的な支援に移行するまでの間とし、概ね最長で６か月とする。
⑥引き継ぎ後のモニタリング
支援チームは、初期集中支援の終了をチーム員会議で判断した場合、地域包括支援センターや担当介護支援専門員等と同行訪問を行う等の方法で円滑に引き継ぎを行う。また、チーム員会議において、引き継ぎの２か月後に、サービスの利用状況等を評価し、必要性を判断の上、随時モニタリングを行う。
⑦記録の保管
支援チームは、訪問支援対象者に関する情報、観察・評価結果、初期集中支援の内容等を記録した書類を適切に管理し、５年間保管する。

５　実績報告・調査
委託者は、委託期間終了後、双方で取り決めた期間内に委託業務の実績報告書及び収支決算書を受託者に提出させ、また自らその状況を調査することができる。

６　留意点
（１）地域支援事業の実施に当たっては、最新の「地域支援事業実施要綱（厚生労働省老健局長通知）」を遵守して実施する。
（２）事業の実施に当たっては、猪名川町介護保険事業計画に基づき実施すること。
[bookmark: _Hlk34484827]（３）受託者は、委託者との定期的な業務報告と協議を行う。
（４）契約期間内に後継の受託者が決定した場合、後継の受託者が事業を行うために必要なデータ及び資料等について、受託者の負担により引継ぎ業務を行うこと。

７　疑義の解決
この仕様書に定めのない事項については、委託者受託者協議のうえ定めるものとする。災害等緊急時の対応については、猪名川町と協議して指示に従うこと。

